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　1 　グループ通算制度の承認があった。

　2 　完全支配関係と有することとなった(加入)。

　3 　通算完全支配関係等を有しなくなった（離脱）。

　4　グループ通算制度適用の取りやめの承認があった。

　5 　青色申告の承認の取消しがあった。
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　(報告期限)

　(報告先)

　(添付書類)
３ この報告書の提出の際には、次の書類を添付してください。
（１）　適用又は加入の場合

（２）　離脱（通算子法人）の場合

（３）　取りやめの承認又は青色申告の承認の取消しがあった場合
　　取りやめの承認通知書又は青色申告の承認の取消通知書の写し

　(留意事項)
４ 法人名及び代表者名には必ずふりがなを記載してください。

　　「通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」の写し（国税受付印
　　のあるもの）

２ 納税地（主たる事務所又は事業所がある地）を所管する県税事務所長に報告してく
　ださい。

法人の設立等報告書（その２）　記載の手引

　ア　通算親法人は「グループ通算制度の承認の申請書（兼） e-Taxによる申告の特
　　例に係る届出書（初葉）」及び「同（次葉）」の写し（国税受付印のあるもの）

　イ　通算子法人は「グループ通算制度の承認の申請書（兼） e-Taxによる申告の特
　　例に係る届出書（初葉）」及び「同（次葉）」の写し(国税受付印のあるもの)又
　　は「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度
　　への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類（兼） e-Taxによる申告の特例
　　に係る届出書（初葉）」及び「同（次葉）」の写し（国税受付印のあるもの）

１ グループ通算制度の適用を受ける（受けない）こととなった場合は、事実が発生し
　た日から10日以内に報告してください。


